
四日市市上下水道局



本申請には、お客様が次の要件をすべてみたしていることが必要となります。

●本市の水道を継続して３年以上使用している。

●１年度（6期月）当たり１２，０００㎥以上の使用実績がある。

●１年度（6期月）において、１月当たり１，０００㎥以上の使用があった
月が３か月以上ある。

適用の要件

適用期間

●本申請による減額は、認定年度から5年間有効となります。

●なお、認定申請期間は４月１日から４月３０日までとなります。

はじめに

四日市市の水道は、昭和３年に給水を始めてから現

在まで、皆様が安全な水道を安心して利用できるよう

に努めてまいりました。

これからも、より安心、より使いやすい水道をめざ

して、大口利用のお客様のビジネススタイルを応援す

○水道水を安く提供します
基準水量を超えて使用された場合、低額な料金単価で水道水を提供

させていただきます。

○お客様のご希望により申請していただけます
お申し込みをご希望の方はお問い合わせください。
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※偶数月検針の場合

基準水量の設定

●申込み前の直近３年間の使用水量の平均値とします。

●5年ごとに見直しを行います。ただし、見直しの時点で5年間の使用水量が
すべて基準水量の2倍を超えていた場合は、見直し前の基準水量で更新でき
ます。

基準水量の計算方法は

4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2

24,000㎥ 22,000㎥ 17,000㎥ 21,000㎥

直近３ヵ年の
使用水量の平均

減額率

●使用水量が基準水量の1.1倍までは、現行の従量料金を適用します。

●基準水量の1.1倍を超えた使用水量については、下記のとおり減額後の従量
料金単価を適用します。

基準水量の1.1倍 ＜ 使用水量 ≦ 基準水量の1.5倍

基準水量の1.５倍 ＜ 使用水量 ≦ 基準水量の2.0倍

基準水量の2.0倍 ＜ 使用水量

3割

５割

７割

361.90円 ⇒ 253.330円（/㎥） ▲108.570円

361.90円 ⇒ 180.950円（/㎥） ▲180.950円

361.90円 ⇒ 108.570円（/㎥） ▲253.330円

区 分 減額率 減額後の従量料金単価（101㎥～）

基準水量

21,000㎥

3割減額

5割減額

減額なし

42,000㎥～

（2.0倍～）

～31,500㎥

（～1.5倍）

～23,100㎥

（～1.1倍）

～42,000㎥

（～2.0倍）

7割減額

使用水量
44,000㎥

水道の利用を増やした分が
減額対象

減額制度のイメージ
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水道料金の計算例

●水道メータの口径が100ミリ、基準水量が21,000㎥、
使用水量が44,000㎥の場合

23,100㎥ ＜ 使用水量 ≦ 31,500㎥ 3割 361.90円 ⇒ 253.330円（/㎥）

31,500㎥ ＜ 使用水量 ≦ 42,000㎥ ５割 361.90円 ⇒ 180.950円（/㎥）

42,000㎥ ＜ 使用水量 ７割 361.90円 ⇒ 108.570円（/㎥）

区 分 減額率 減額後の従量料金単価（101㎥～）

《使用状況例》　※偶数月検針の場合

期　別 使用水量 水道料金

４　月 7,000 ㎥ 2,611,510 円

６　月 7,500 ㎥ 2,792,460 円

８　月 8,000 ㎥ 2,973,410 円

10 月 8,500 ㎥ 3,154,360 円

12 月 6,700 ㎥ 2,502,940 円

２　月 6,300 ㎥ 2,358,180 円

合　計 44,000 ㎥ 16,392,860 円

減額区分にあてはめると

基準水量21,000㎥の
1.1倍である23,100㎥
を超えてご使用いただい
た20,900㎥が減額対象
になります。
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水道料金の精算

●水道料金は1年ごとに精算をおこないます。

●精算後、減額となった金額を還付いたします。

通常料金 適用料金 減　額

16,392,860 円 13,074,237 円 ▲3,318,623 円

～44,000㎥ ～44,000㎥

～42,000㎥

～31,500㎥

～23,100㎥ ～23,100㎥

8,829,150円 8,829,150円

7

割
減
額

2,000㎥×361.90円/㎥

の70％offで217,140円

20,900㎥×361.90円/㎥

＝7,563,710円

10,500㎥×361.90円/㎥

の50％offで1,899,975円

8,400㎥×361.90円/㎥

の30％offで2,127,972円

5
割

減
額

3
割
減

額

3,318,623円 お得になります!！

減額区分ごとに計算してみると
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大口水道利用者減額制度 Q & A

Q１．認定されると毎回の水道料金が安くなるのですか？

一旦は通常料金をお支払いいただきますが、使用水量を確認させていただき、年度ごとに減額分
をキャッシュバックします。

Q２．減額の有効期間の５年を過ぎたらどうなりますか？

５年ごとに見直しを行うため、再度申請していただくことになります。

◆減額制度についてのお問い合わせ先◆
四日市市上下水道局 お客様センター

〒５１０－００７６ 四日市市堀木一丁目３番１８号
TEL：０５９－３５４－８３５５ FAX：０５９－３５４－８３７５

E-mail：okyakusamacenter@city.yokkaichi.mie.jp

Q３．認定を受けたものの、実際には使用量が増えなかった場合、どうなりますか？

四日市のおいしい水道水。その原水をペットボトルにしました。

鈴鹿山麓の“自然の恵み”そのままの『ナチュラル･ミネラル･ウォー

ター(天然水)』です。冷やすと、一層おいしく飲んでいただけます。

【販売価格】
ペットボトル(500ml)１本７５円(消費税込み)

【販売場所】
四日市市上下水道局庁舎、四日市市総合会館(地階)売店

※箱（24本入り）単位でご購入いただく場合は、上下水道局にお問い
合わせください。

【お問い合せ先】
四日市市上下水道局 総務課

TEL 059-354-8350 FAX 059-354-8249

四日市のおいしい天然水『泗水の里』
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